
裁判員制度

【出前講義のお問い合わせ・お申込み】

盛岡地方裁判所総務課庶務係

０１９－６２２－３３４２（平日午前９時から午後５時）

令和７年１１月１４日（金）奥州市にて、裁

判員制度についての出前講義を行いました。

奥州市議会議員のみなさん２１名が聴講する

中、裁判員経験者の方を交えて実施しました。

盛岡地方裁判所では、裁判官が、岩手県内の学校や企業、

地域の団体などにお伺いし、裁判員制度についてわかりや

すく説明する出前講義を行っています。詳しくはこちら

出前講義
裁判官が行ってきたよ！

裁判員経験者の方からは「一人の人生

について真剣に考える機会をいただき、

大変貴重な経験となった。周囲にも勧

めたい。」というお話があったほか、

後半の質疑応答では、多くの質問がな

され、盛況のうちに１時間半ほどで終

了しました。

質疑応答のようす

講 師

盛岡地方裁判所刑事部

佐々木耕裁判官

https://www.courts.go.jp/morioka/vc-files/morioka/2025/somu_syomu/demaekogi.pdf

